
令和７年度　第１回 

勝浦市部活動地域移行検討委員会 次第 

　　　　　　　　　 

日　時：令和７年１０月２３日（木） 

午前１０時から 

場　所：勝浦市役所　４０１会議室 

 

 

 

１．開会 

２．委嘱状交付・委員紹介 

３．教育長挨拶 

４．議事 

(1) 委員長、副委員長の選出について 

(2) 勝浦市における部活動地域展開の方向性について 

５．その他 

６．閉会



座席表（敬称略）

事務局
●学校教育課長　●生涯学習課長
紫関　左恭　　　渡邉　友人

事務局
●学校教育係長　●生涯学習係長
栗原　智　　　　鎌田　晃治

●勝浦市スポーツ協会

　会長　酒井　正廣

●勝浦市スポーツ推進委員連絡協議会

　会長　長田　悟

●勝浦市芸術文化団体連絡協議会

　会長　関野　敬子

●勝浦市立勝浦中学校ＰＴＡ

　会長　佐藤　啓史

●勝浦市立勝浦中学校

　校長　岡安　和彦

●国際武道大学

　教授　嶋﨑　雅規

●勝浦市教育委員会

　教育長　岩瀬　好央

●国際武道大学

　教授　木村　寿一

●委員長 ●副委員長
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順不同

№ 氏名 役職等 区分

1 酒井　正廣 勝浦市スポーツ協会会長 スポーツ団体関係者

2 長田　悟 勝浦市スポーツ推進委員連絡協議会会長 スポーツ団体関係者

3 関野　敬子 勝浦市芸術文化団体連絡協議会会長 文化団体関係者

4 佐藤　啓史 勝浦市立勝浦中学校ＰＴＡ会長 保護者代表

5 岡安　和彦 勝浦市立勝浦中学校校長 学校関係者

6 嶋﨑　雅規 国際武道大学教授 教育機関関係者

7 木村　寿一 国際武道大学教授 教育機関関係者

8 岩瀬　好央 勝浦市教育委員会教育長 教育委員会代表者

任期：令和７年７月１日～令和９年６月３０日

勝浦市部活動地域移行検討委員会　委員名簿
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勝浦市部活動地域移行検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条　勝浦市立勝浦中学校における部活動（以下「部活動」という。）を

段階的に地域に移行し、地域において子どもたちがスポーツ及び芸術文化

活動を継続することが可能な環境の構築を目指し、勝浦市部活動地域移行

検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条　委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 部活動の地域移行のあり方に関すること。 

　(2) 部活動の地域移行に係る地域との連携に関すること。 

　(3) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。 

　（組織等） 

第３条　委員会は、委員１０名以内とし、次に掲げる者をもって組織する。 

　(1) スポーツ団体関係者 

　(2) 文化団体関係者 

　(3) 保護者代表 

　(4) 学校関係者 

　(5) 教育機関関係者 

　(6) 教育委員会代表者 

　(7) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認めるもの 

　（任期） 

第４条　委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

　（委員長及び副委員長） 

第５条　委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２　委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。 

　（会議） 

第６条　委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２　委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができな

い。 

３　委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

４　委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、そ

の説明又は意見を求めることができる。 
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　（報償） 

第７条　公務で会議に出席した公務員又はそれに準ずる者を除く委員には、

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１

年勝浦市条例第１０４号）別表その他の嘱託員の項に定める額に準じて報

償費を支給する。 

２　公務で会議に出席した公務員又はそれに準ずる者を除く委員には、職務

を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。 

３　報償費及び旅費相当額の支給について、当該支給を受ける委員から申出

があった場合には、前２項の規定にかかわらず支給しないことができる。 

　（庶務） 

第８条　委員会の庶務は、勝浦市教育委員会生涯学習課生涯学習係において

処理する。 

　（補則） 

第９条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が委員会に諮って定める。 

 

附　則 

この告示は、令和６年２月１４日から施行する。 

4



 

はじめに 

 

 スポーツ・文化芸術活動は，人類が生み出した貴重な文化であり，障害の有無や年齢，

性別の違いを越えて，その喜びを分かち合い，感動を共有することを可能とするもので

ある。本県においては第１３次千葉県体育・スポーツ振興計画を策定し，令和４年度か

ら５年間に渡る各方面の取組を通じて「する・みる・支える」多様なスポーツの価値を

「知る」ことにより更に深めていくことで，健康で豊かな生活の推進を図ることとして

いる。また，令和４年３月策定の『千葉県文化芸術推進基本計画』（令和４年度～６年度）

では，あらゆる人々が文化芸術に親しみ，交流することで創り育む心豊かな県民生活と

活力ある地域社会の実現を目指し，子どもたちが文化芸術に触れ親しむ機会の創出に取

り組むこととしている。 

 

 こうした中，子どもたちのスポーツ・文化芸術活動は，学校教育の一環として広く部

活動が担ってきた。学校部活動では，誰もが手軽にスポーツ・文化芸術活動に触れられ

ることで，健康で豊かな生活を実践する入口を提供してきただけでなく，社会性の獲得，

家庭環境に起因する学校外活動の格差是正等，子どもたちの心身の健全育成に貢献して

きた。 

 

 他方，学校部活動の運営は，必ずしも教師が担う必要のない業務でありながら，教師

の献身的な支えにより実現されてきた。本県では，中学校及び義務教育学校において教

師の６０％以上の割合で，文部科学省によって定められた教師の超過勤務時間 を超え

て業務にあたっている現状がある。また，全国的に少子化が進行する中，本県において

も５年ごとに年少人口（０歳から１４歳まで）が約５％ずつ減少し，いずれは３０％以

上減少する見込み があることから，地域や種目によっては，部員減少に伴い活動維持

が困難となることも想定される。 

 

 以上のことから，教師の働き方を見直し，教師が教師でしか担うことのできない授業

や生徒と向き合う時間に注力できる環境を整備するとともに，学校を地域社会の一部と

して，引き続き希望する生徒がスポーツ・文化芸術活動に触れる機会を確保するための

在り方について本ガイドラインに整理することとした。 

 

 また，学校部活動が担ってきたスポーツ・文化芸術活動の教育的意義や役割を継承し

つつ，地域の特徴や，幅広い年代による地域社会の特性を活かし，誰でも自分なりの関

わり方を選ぶことのできる新たなスポーツ・文化芸術活動の基盤を構築するために，望

ましい地域連携の在り方について本ガイドラインにより整理するものである。 

 

 各地域，各学校においては，誰もがスポーツ・文化芸術活動に触れることができる持

続可能な体制整備に速やかに取り組み，地域が一体となり，生涯にわたって豊かな生活

を営むことができる地域社会が実現できるよう，本県における「安全で充実した運動部

活動のためのガイドライン」（平成３０年６月改訂）と「持続可能で充実した文化部活動

のためのガイドライン」（平成３１年３月）を統合し，全面的に改定する。 

 

 

 

1 

2 

1 本県においては国の基準を指針とした「学校における働き方改革推進プラン」（千葉県教育委員会 令和３年３月改訂）において，
原則として条例等に定める勤務時間を超えた在校等時間が１か月当たり４５時間，１年当たり３６０時間を超えないこととしてい
る。また，同プランにおいて各校種における勤務時間の現状を示している。 
 

 2 千葉県人口ビジョン（令和２年改訂版）による。 

地域全体で子どもたちを育てる学校部活動及び 
地域クラブ活動の在り方に関するガイドライン
令和５年３月　千葉県　策定　（抜粋）
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おわりに・・・ 

 

 学校部活動は，長年にわたり広く生徒のスポーツ・文化芸術活動の活動基盤を担って

きた我が国の普遍的な文化である。今日まで部活動に少なからず関わったことのある，

あらゆる年代において，部活動の意義は生涯実感し続けるものであり，等しくその価値

の継承が望まれているところである。 

 

また，それ故に新たなスポーツ・文化芸術活動環境の構築に当たっては，従前の方法

や価値観にとらわれず，柔軟な思考と強い意志を持って取り組む必要があると考える。 

 

 本県としては，部活動の教育的意義を過小評価することなく，また，一方で生徒がス

ポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を存続させるためには，地域全体での一体的な取組

が不可欠であることを踏まえ，学校単位の取組から地域単位の取組へと移行する方向性

を示したところである。 

 

 本ガイドラインは，複雑に絡み合う諸課題の中で，現段階で考え得る方向性について

の大枠を示すものであり，具体的な体制の構築には「複数の道筋」や「多様な方法」があ

ることを前提としたものである。 

 

 各市町村及び関係団体等においては，本ガイドラインの内容を踏まえつつ，地域の実

情に応じて，緊密な連携の中で知恵を結集し，引き続き誰もがスポーツ・文化芸術活動

に親しむことのできる地域環境を創出することが期待される。 

 

 本県においては，各地域の具体的取組に寄り添いながら，適宜，課題解決に向けた調

整及び見直しを行うこととする。 

 

 

 

 

地域全体で子どもたちを育てる学校部活動及び
地域クラブ活動の在り方に関するガイドライン
令和５年３月　千葉県　策定　（抜粋）
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男子 女子

１年 - 6 6 

２年 2 2 4 

計 2 8 10 

１年 5 - 5 

２年 - - -

計 5 5 

１年 11 1 12 

２年 9 6 15 

計 20 7 27 

１年 5 1 6 

２年 8 - 8 

計 13 1 14 

１年 2 4 6 

２年 6 5 11 

計 8 9 17 

１年 9 - 9 

２年 4 2 6 

計 13 2 15 

１年 - 2 2 

２年 - 6 6 

計 - 8 8 

１年 - 13 13 

２年 - 2 2 

計 - 15 15 

１年 1 8 9 

２年 2 10 12 

計 3 18 21 

１年 1 4 5 

２年 - 3 3 

計 1 7 8 

１年 1 4 5 

２年 - 3 3 

計 1 7 8 

１年 35 43 78 

２年 31 39 70 

計 66 82 148 

勝浦中学校における部活動の状況

（令和7年10月1日時点）

部員数
種　目 学年 計 活動曜日 外部指導者の有無

柔　道
火～金
土日のいずれか

なし

剣　道
火～金
土日のいずれか

なし

陸上競技
火～金
土日のいずれか

なし

野　球
火～金
土日のいずれか

なし

ソフトテニス
火～金
土日のいずれか

人数：２名
指導曜日：木・金
年間40日程度

卓　球
火～金
土日のいずれか

人数：１名
指導曜日：不定期
年間30日程度

バスケットボール
火～金
土日のいずれか

人数：３名
指導曜日：不定期
年間160日程度

バレーボール
火～金
土日のいずれか

人数：１名
指導曜日：木
年間40日程度

吹　奏　楽
火～金
土日のいずれか

なし

美　術
火～金
土日のいずれか

なし

家　庭　科
火～金
土日のいずれか

なし

合　計
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お
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る
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活
動
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地
域
連
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イ
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学
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の
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踏
ま
え
、
既
存
の
「
勝
中
・
部
活
動
サ
ポ
ー
タ
ー
ク
ラ
ブ
」
を
地
域
全
体
で
支
え
る
運
営
体
制
に
段
階
的
に
移
行
す

る
こ
と
に
よ
り
、
学
校
部
活
動
と
し
て
ス
ポ

ー
ツ
・
芸
術
文
化
活
動
に
参
加
で
き
る
環
境
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
学
校
教
職
員
の
負
担
軽
減
を
図
る
。

 
 

ス
テ
ッ

プ
 

（
年
度

）
運
営
方
針

勝
中

・
部
活

動
サ
ポ

ー
タ
ー

ク
ラ
ブ

の
運
営
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制
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体
制

 
教
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員
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部
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者
部

活
動
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導

員

 
ス

テ
ッ

プ
 

１
 

R6
～

R7

地
域

人
材

に
よ

る
学

校
部

活
動
の
サ
ポ
ー
ト

●
外

部
指
導

者
（
無

償
）
の

配
置
に

よ
る
教

職
員
の

サ
ポ
ー

ト
 

※
保

護
者
や

教
職
員
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心
に

外
部
指

導
者
を
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用
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）
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の
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の
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●
外

部
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に
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償
）
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0～
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）
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応
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払
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係
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経
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つ
い

て
、
国
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3・

県
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3
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補
助
あ
り
（
５
年
間
）
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認

 

・
サ

ポ
ー
タ
ー
の
掘
り
起
こ
し

 

　
※

保
護
者
へ
の
依
頼

 

・
指

導
者
の
選
定

 

・
指

導
者
と
の
部
活
動
の
方
針
、
指
導
内
容

等
の
共

有
 

・
指

導
者
に
よ
る
指
導
日
数
の
管
理

 

・
教

職
員
の
関
わ
り
度
合
い
の
調
整

 
・
保

護
者
へ
の
説
明

 
 

勝
中
・
部
活
動
サ
ポ
ー
タ
ー
ク
ラ
ブ
の
運
営
体
制
イ
メ
ー
ジ
（
案
）

●
部
活
動

 

【
柔
道

部
】【

剣
道
部
】
【

野
球

部
】

 

【
ソ
フ
ト
テ

ニ
ス
部
】【

バ
ス

ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル

部
】

 

【
バ
レ
ー

ボ
ー

ル
部
】【

卓
球

部
】【

陸
上

競
技

部
】

 

【
吹
奏
楽

部
】【

家
庭
科

部
】【

美
術

部
】

●
教
育
委
員
会

 

・
サ
ポ
ー
タ
ー
の
掘
り
起
こ
し

 

　
※
公
募
、
活
動
団
体
へ
の
照
会

 

・
サ
ポ
ー
タ
ー
の
登
録
管
理

 

・
学
校
か
ら
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
く
外
部
指
導
者
の
委
嘱

 

・
外
部
指
導
者
へ
の
報
償
（
謝
金
）
支
払
い

 

・
外
部
指
導
者
の
保
険
加
入

 

・
部
活
動
指
導
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
）
の
雇
用

●
サ
ポ
ー
タ
ー

 

保
護

者
・

ス
ポ
ー

ツ
団
体

・
市
役

所
職
員

・
芸
術
文
化
団
体
・
国
際
武
道
大
学
・
地
域
住
民
等
の
有

志
が

、
本

人
及
び

中
学
校

の
意
向

に
沿
っ

た
形
で
指
導
に
参
画

●
指
導
者

 
・
外
部
指
導
者
（
有
償
）

 
・
部
活
動
指
導
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
）

連
携

登
録
・
管
理

委
嘱

 
報

償
・

報
酬
支
払
い

 
保

険
加
入

部
活
動

の
方
針

 
指

導
内
容

等
の
共
有

部
活

動
指

導
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